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看護の処遇改善に懸念出る� ４面

　厚生労働省の救急・災害医療提供体
制等に関するワーキンググループ（遠
藤久夫座長）（WG）は４月28日、第８
次医療計画策定に向けた救急医療の議
論をスタートさせた。高齢の救急患者
の増加など2040年頃の人口動態などを
踏まえた課題を見据え、第三次・第二
次救急医療機関の果たす役割を考え、
地域の救急医療提供体制の見直しにつ
なげる。新型コロナの経験も踏まえ、
重症者に対応できる医師・看護師など
の医療人材の育成も課題となった。
　第８次医療計画は2024年度から始ま
る。2040年頃までの人口動態の変化な
どをみると、医療提供体制の改革が急
務であることがわかる。人口動態の変
化としては、現役世代（生産年齢人口）
の減少と高齢者の増加が続き、2042年
に高齢者数がピークを迎える。ただ、
高齢者数の増加には地域差があり、都
市部を中心に増加するが、減少する都
道府県もある。
　高齢者数が増加し続けるのは、団塊
世代が2025年度にすべて75歳以上とな
り、その後、団塊ジュニア世代が高齢
化していくからである。超高齢社会は
多死社会でもあり、2040年のピーク時
には年間約170万人が死亡すると見込
まれる。死亡場所は、病院・診療所の
割合が大きいが、近年は自宅や介護施
設なども増加傾向にある。自宅では、
高齢者単身世帯が増加する。
　医療機関への入院では、脳梗塞・肺
炎・心不全・骨折などが増加すると予
測されている。認知症有病者も増加す

　中医協総会（小塩隆士会長）は４月
27日、看護の処遇改善を10月から実施
するための制度設計に向け、医療機関
における看護職員の配置状況などを把
握する特別調査の実施を了承した。議
論では、どれだけ精緻に制度設計した
としても、医療機関に入ってくる処遇
改善に必要な額と診療報酬で得られる
額とのずれは必ず生じるので、それを
踏まえた対応が必要との意見が、診療
側・支払側の双方から出た。

特定の診療報酬に上乗せ
　看護の処遇改善では、「地域でコロ
ナ医療など一定の役割を担う医療機
関」に勤務する看護職員を対象に、10
月以降の収入を３％程度（月額平均
12,000円相当）引き上げる。実施にあ
たっては、介護・障害福祉の処遇改善
加算の仕組みを参考とし、予算措置が
確実に賃金に反映される措置を講じる
ことが求められている。
　「地域でコロナ医療など一定の役割
を担う医療機関」とは、具体的には、「救
急医療管理加算を算定する救急搬送件
数が年200台以上の医療機関と三次救
急を担う医療機関」に特定されている。
　処遇改善を受ける看護職員は、看護
職員等処遇改善事業補助金と同様に、

る。65歳以上の退院患者のうち、介護
施設などや他の医療施設へ退院する患
者の増加が見込まれる。
　現在、全体での救急出動件数は、新
型コロナの影響で若干減少したが、傾
向的には増加しており、高齢者の割合
が増加傾向にある。「交通事故」は減少
し、「急病」、「一般負傷」が増えている。
疾病分類では、高齢者の「症状・徴候・
診断名不明確」が増加している。

高齢者救急への対応が急務
　これらの変化に対応できるための救
急医療提供体制が求められる。特に、
軽症・中等症の高齢者の救急搬送が急
増することへの対応が急務だ。第三次
救急の医療機関が軽症患者も診療する
と、対応能力を超えてしまい、重症患
者の診療に支障をきたす恐れがある。
これを防ぐには、第二次救急の医療機
関の体制を強化する必要がある。
　また、単身世帯や要介護者の増加に
より、退院先が決まらずに搬送や退院
が滞ることで発生する「出口問題」へ
の対応も重要となる。
　全日病常任理事の猪口正孝委員は、
第三次救急医療機関の受入れ体制を強
化するためにも、地域医療構想区域内
で高齢者などのニーズの高い入院の受
入れは、「地域包括ケアシステムを支
える医療機関が対応するべき」との考
えを示した。その上で、「地域包括ケ
ア病棟などは緊急入院が要件化されて
いる。亜急性期を担う病院の救急医療
における位置づけを明確にする議論が

看護師、准看護師、保健師、助産師で
あり、看護職員以外でも、看護補助者、
理学療法士・作業療法士などのコメ
ディカルの処遇改善にも充てることが
できる制度とすることも決まっている。
　診療報酬で処遇改善を実現するため
には、特定の診療報酬への点数の上乗
せを行い、その特定の診療報酬を算定
する患者数に応じて得られる上乗せ分
が、処遇改善に相当する金額に一致し
ている必要がある。
　中医協委員の間では、これを個別の
医療機関ごとに一致させることは不可
能との考えで一致しているが、できる
だけずれを少なくする必要がある。
　制度設計にあたり、活用できるデー
タとして、厚生労働省は、NDB（ナショ
ナル・データ・ベース）、病床機能報告、
補助金の支給状況をあげた。さらに、
特別調査を実施して、対象医療機関の
看護職員の配置状況などを把握するこ
とを提案した。

特別調査で職員配置状況を把握
　特別調査の当初案は、４月13日の入
院・外来医療等の調査・評価分科会（尾
形裕也分科会長）に示され、議論を行っ
ている。厚労省は、分科会での議論を
踏まえた当初案の変更案を総会に提示

め、かかりつけ医機能や在宅医療など
プライマリケアの充実を強調した。
　日本医療法人協会会長の加納繁照委
員は、第三次救急医療機関が概ね人口
100万に一カ所を目標に整備する方針
であったにもかかわらず、2022年４月
時点で救命救急センターは299カ所指
定されていると指摘。「三次救急医療
機関の実態をさらに検証し、二次救急
医療機関が担うことのできる救急医療
を行っているのであれば、一定の整理
を行うべき」と主張した。
　これに関しては、日本災害医学会代
表理事の大友康裕委員が、「救命救急
センターには補助金があるが、第二次
救急医療機関には特に評価がない。実
績のある第二次救急医療機関があれば、
救命救急センターに上げる傾向がこれ
まであったように思う。今後は二次救
急医療機関への支援が重要になるかも
しれない」と述べた。
　なお、救急搬送の傷病程度における
軽症とは、「傷病程度が入院加療を必
要としないもの」、中等症とは「傷病程
度が重症または軽症以外のもの」、重
症とは「傷病程度が３週間の入院加療
を必要とするもの」と定義されており、
一般的な疾病の重症度などとは異なる。

し、それを了承した。変更点は２点あ
る。
　１つ目は、調査時点の変更で、当初
案では、2021年７月１日時点と2022年
４月１日時点となっていた。ただ、４
月1日は異動の時期であり、看護職員
数などが変動しやすいことや、より直
近のデータを把握したほうがよいとの
意見が分科会の委員から出た。このた
め、2022年４月１日時点ではなく、よ
り直近の2022年５月１日とすることに
なった。
　２つ目の変更では、患者の受入状況
について、年間の入院・外来・緊急搬
送患者延べ数に加えて、新規入院患者
数もあわせて調査することにした。診
療報酬では、１日ごとに算定できる点
数や入院時に１回だけ算定できる点数
があり、新規患者数や在院日数が異な
ると、算定回数が変わるので、医療機
関の収入も異なるためである。

対象外の医療機関等との格差指摘
　中医協総会でも、分科会の議論と同
じく、医療機関に入ってくる処遇改善
に必要な額と診療報酬で得られる額と
のずれは必ず生じるので、それを踏ま
えた対応が必要との意見が相次いだ。
　日本医師会常任理事の城守国斗委員

　委員からは、「緊急手術で早期退院
すれば中等症、誤嚥性肺炎で長期入院
すれば重症となる」、「入院しなくても
必ずしも軽症ということではない」な
ど、現状の定義が実態に即していない
という指摘が複数の委員からあり、見
直しが求められた。
　新型コロナの経験を踏まえた救急医
療の課題も論点となった。
　その一つが人材確保で、新型コロナ
の重症患者の受入れ困難事例の多くが、
ECMOや人工呼吸器を扱うことので
きる医療従事者の不足がボトルネック
となっていた問題であり、重症者に対
応できる医師・看護師などの人材育成
を論点とした。ただ、これに対しては、
新型コロナ対応は当面、災害医療とし
ての取扱いを続けるべきとの意見が出
た。
　一方、日本精神科病院協会副会長の
野木渡委員は、「精神科病院に入院す
る患者が新型コロナに感染しても、他
の病院に転院させることはほとんどで
きなかった。（自院に）感染症専門の医
師や看護師がいるとだいぶ違う」と述
べた。第三次救急医療機関に患者を集
中させないためにも、地域の病院にお
ける人材確保の重要性を強調した。

は、「ずれを最小限にする制度設計が
求められるが、結果として生じる過不
足にどのように対応するかは、医療機
関の経営にとって極めて大事な問題
だ」と強調した。健康保険組合連合会
理事の松本真人委員は、「さまざまな
要素を考慮すればするほど複雑な仕組
みになってしまう。ある程度の割り切
りは必要で、きちんと検証できるよう
にするためにも、シンプルな仕組みに
したほうがよい」と主張した。
　日本慢性期医療協会副会長の池端幸
彦委員は、「今回の対応は、看護職員
の処遇改善の第一歩との位置付けであ
るため、対象が限られていると理解し
ている。今後、対象をさらに広げるこ
とが想定されているのであれば、今回
の制度設計の後に、対象外の医療機関
や職員との格差が生じることの問題を
きちんと議論し、制度のあり方を考え
る必要がある」と述べた。
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必要になる」と述べた。
　また、延命を望まな
いという本人の意思に
反した救急搬送を防ぐ
ためにも、ACP（ア
ドバンス・ケア・プラ
ンニング）の普及を含

第三次・第二次救急医療機関の果たす役割を考える考える
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　厚生労働省は４月28日、オミクロン
株の特性を踏まえ保健医療提供体制の
対策を徹底させる取組みを公表した。
３月18日に出した事務連絡で示した対
応を徹底するため、財政支援も維持・
拡充し、特に、高齢者施設への医療支
援を強化する。都道府県の取組み状況
に関して、聞き取り調査も行った。
　対策は、①感染拡大が生じても迅速・
スムーズに検査し、安心して自宅療養
できる体制の構築②高齢者施設等にお
ける医療支援のさらなる強化③転院先
となる病床のさらなる確保等─の３本
柱となっている。
　自宅療養の体制に関しては、診療・

　緊急時に新しい医薬品を迅速に承認
する制度と電子処方箋の創設を柱とす
る「医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律等
の一部を改正する法律案」（薬機法等改
正案）が４月19日、衆議院本会議にお
いて全会一致で可決され、同22日に参
議院での審議が始まった。衆議院では、
かかりつけ医機能の検討や電子処方箋
導入に関する支援など、19項目の附帯
決議が採択された。
　政府が提出した薬機法等改正案の大

検査医療機関が約3.8万件に増加し、
公表率も９割に達したことを示した。
診療報酬の特例は７月末まで延長して
おり、さらなる拡充・公表の徹底を推
進する。一方、自宅療養に対応する健
康観察・診療医療機関は約2.3万機関。
同日付けの事務連絡で、電話等初再診
の診療報酬の特例を拡充・延長した。
具体的には、重症化リスクの高い者へ
の評価として、全国で７月末まで397
点を算定できるようにした。
　高齢者施設等における医療支援に関
しては、高齢者施設などへの感染制御・
業務継続の支援体制を構築する。24時
間以内に感染制御・業務継続支援チー

きな柱の一つは、緊急時の薬事承認の
新たな仕組みを設けること。現在、医
薬品を早期に承認する取組みとして、
特例承認制度等があるが、新型コロナ
ワクチンや治療薬の日本での承認は海
外諸国の認可より遅れた。新たな緊急
承認制度はより迅速な承認を可能とす
るために、医薬品の安全性は従前と同
じように確認をするものの、有効性は
「推定」の段階で承認できることとする。
　特例承認制度では、対象となるのは
海外で流通されている医薬品に限定さ
れたが、緊急承認制度では国内企業が
世界に先駆けて開発し、国内で承認申
請を行った場合にも対象となる。
　法案のもう一つの柱は、現在は紙で
行われている処方箋の運用を電子的に
実施する「電子処方箋」の仕組みの創
設だ。電子処方箋は、処方箋を電子化
したデータを、オンライン資格確認等
システムを拡張したシステムを通じて
やりとりする仕組み。その運営は、社
会保険診療報酬支払基金と国民健康保

ムの派遣を要請できることを、約5.6
万のすべての高齢者施設等に連絡・要
請窓口を周知済みとしている。
　一方、協力医療機関を確保している、
または自治体が指定する医療機関や医
療チームの往診・派遣を要請できると
確認できている高齢者施設等は、約3.6
万施設で65％にとどまる。往診・派遣
に協力する医療機関数は３月14日時点
の約2.2千機関から、約3.1千機関に増
やした。
　引続き、すべての高齢者施設等が往
診・派遣を要請できることを確認して
いく。また、施設内療養を行う施設へ
の補助の拡充（最大15万円を30万円に

険中央会が担う。運用開始は2023年１
月の予定。
　医療機関と薬局を跨いで、患者が処
方・調剤された薬剤の情報をもとに、
電子処方箋管理サービスで重複投薬の
チェックが可能になる。厚労省は、電
子処方箋の普及により、重複投薬の抑
制につながることを期待している。
　電子処方箋の導入に向けて、後藤茂
之厚生労働大臣は、予算額383億円
（2022年度）の医療情報化支援基金を
活用し、医療機関や薬局でのシステム
導入を支援する方針を示している。
　一方、立憲民主党は対案として、「新
型コロナウイルス感染症に係る健康管
理等の実施体制の確保に関する法律
案」などを国会に提出した。かかりつ
け医を制度化せずに、政府が新型コロ
ナ対応で国民にかかりつけ医に相談す
るよう求めてきたことを批判。医療を
受けられないまま自宅で症状を悪化さ
せて亡くなる「自宅放置死」を今後、
発生させないようにするために、「コ

倍増）を７月末まで延長・全国拡大す
るとした。
　転退院先の病床確保に関しては、療
養解除前の転院先として、３月14日に
約900床であったのを４月22日までに
約1,200床を確保した。転入院支援の
ための即応病床への緊急支援（１床
450万円）も７月末まで延長する。
　そのほか、長期入院のコロナ患者の
ための後方支援医療機関（約3,500機
関）などへの自治体の転院調整機能を
強化するとともに、コロナ患者非受入
病院においても、入院患者が陽性と
なった場合には、自院で治療・療養す
る体制の構築を推進するとした。

ロナかかりつけ医」を創設することを
求めた。
　政府はこれに対し、かかりつけ医機
能の明確化と、患者・医療者双方にとっ
てかかりつけ医機能が有効に発揮され
るための具体的方策について迅速に検
討する姿勢を示した。
　衆院で採択された附帯決議には、「か
かりつけ医機能の明確化と、患者・医
療者双方にとってかかりつけ医機能が
有効に発揮されるための具体的方策に
ついて迅速に検討すること」、「コロナ
医療対応を強化するためのかかりつけ
医への支援等により、高齢者、基礎疾
患を有する者等へのコロナ医療に対応
するかかりつけ医が増加するよう、か
かりつけ医の有効活用の推進を含め、
必要な措置を講じること」が盛り込ま
れた。
　電子処方箋については、医療機関等
への早期導入の支援や、負担への配慮
が盛り込まれた。このほか、標準規格
に準拠した電子カルテの普及促進に向
けた医療機関への財政支援も盛り込ま
れた。

オミクロン株を踏まえ保健医療提供体制の対策を徹底

緊急承認制度と電子処方箋の創設へ　薬機法改正案を審議

厚労省 高齢者施設等への医療支援をさらに強化

附帯決議に「かかりつけ医の検討」

衆議院厚生労働委員会では４月15日に
可決した。

国会

　厚生労働省は４月27日、2020年の「医
療施設（静態・動態）調査（確定数）」
と「病院報告」の結果（年報）を公表し
た。対前年比で、病院数は62施設減少
し、8,238施設となった。病院の１日
平均在院患者数は同5.6％減、１日平
均外来患者数は9.9％減で、ともに過
去最大の減少率となった。
　2020年10月１日時点で、病院は8,238

施設、病床数は150万7,526床（前年比
62施設の減、２万1,689床の減）だった。
一般病院は7,179施設で67施設減少（う
ち療養病床を有する病院は3,554施設
で108施設減少）、精神科病院は1,059
施設で５施設増加となっている。
　一般診療所は10万2,612施設、病床
数は８万6,046床（同４施設の減、4,779
床の減）、歯科診療所は６万7,874施設、

病床数は61床（同626施設の減、４床
の増）だった。
　病院の人口10万人に対する常勤換算
医師数は全国平均192.7人で、都道府
県別では最多が高知県の316.9人、次
いで徳島県の275.1人、最少が埼玉県
の137.8人、次いで茨城県の153.6人と
なっている。
　病院報告では、2020年中の１日平均

在院患者数が116万5,389人で、前年比
5.6％、６万8,755人の減少。１日平均
外来患者数は119万3,205人で前年比
9.9％、13万1,624人の減少。
　いずれも現在の統計形式を開始した
1960年以降、最大の減少率となった。
患者数の減少について、厚労省は、新
型コロナの影響によるものとの考えを
示している。
　また、病院の平均在院日数は28.3日
であり、例年の減少傾向から一転し、
1.0日延伸した。

病院の在院・外来患者数が過去最大の減少率
医療施設調査・病院報告 病院数も62施設減少し、8,238施設

　がん対策推進協議会（山口建会長）
は４月28日、第３期がん対策推進基本
計画の中間評価案をおおむね了承した。
同日の協議で出された意見の中間評価
への反映の仕方は会長に一任された。
がん対策推進協議会は６月以降、第４
期がん対策推進基本計画に向けた議論
に着手する予定だ。
　第３期がん対策推進基本計画は、
2017～ 2022年度までの６年を目安に
定められた。その途中の３年をめどに
中間評価を行う予定だったが、コロナ
対応等により議論が後ろ倒しになり、
第３期の最終年度に中間評価をまとめ

ることとなった。
　同日の協議会に示された中間評価案
の大きなポイントは２つ。一つは、が
ん診療連携拠点病院等を中心に、がん
医療の均てん化が進められてきている
が、地域により、また医療機関により、
がん医療の進捗に差があると問題提起
したこと。引き続き、がん診療提供体
制のあり方に関する検討が必要として
いる。もう一つは、がんに関する正し
い情報の提供と国民への普及啓発をよ
り進める必要があるとしたこと。効果
的な手法を検討するよう、提案してい
る。

　がんの死亡率については、75歳未満
のがんの年齢調整死亡率が着実に減少
している。がん検診受診率は、上昇傾
向ではあるが、多くの領域で目標を達
成できなかった。
　同日の議論では、人材育成について
意見が相次いだ。
　中間評価案では、各専門職種に関し
てがんに関わる研修事業等を進めてい
るが、「地域間及び医療機関間におけ
る差がある」と記載している。がんゲ
ノム医療コーディネーター等、順調に
増加している職種もあるが、今後もが
ん医療のあり方を踏まえて人材育成を

文部科学省と連携して進める必要があ
るとした。
　これに対して、委員からは「第４期
の計画を議論する時間が短いため、よ
り明確に記載するべきだ」、「ゲノム医
療等のビッグデータを扱うにはかなり
専門的な人材が必要なので、大学で育
成することが必要だ」、「医療情報の格
差を埋めるための人材も育成してほし
い」といった発言があった。
　山口会長は、「今後の人材育成と人
材の有効活用のあり方については、さ
らなる検討が必要だ。文科省とも連携
し、医療団体や職能団体、各種学会、
拠点病院等の協力を得て、人材育成を
推進する必要がある」と述べた。

第３期がん対策推進基本計画の中間評価案を了承
がん対策推進協議会 ６月から第４期基本計画に向けて議論
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　財務省は４月13日の財政制度等審議
会財政制度分科会に、社会保障をテー
マとした資料を示した。新型コロナ対
応の国費投入の状況を踏まえ、効果的
な財政支援を行うためにも、医療法人
の事業報告書等をデータベース化し、
一覧性のある電子開示システムを構築
することを提案した。地域医療構想を
推進する上では、地域医療連携推進法
人制度の活用の必要性を強調した。
　政府は６月中に決定する予定の骨太
方針2022に、2023年度予算案を念頭に、
社会保障についての方針を盛り込む。
　一方、四病院団体協議会は、電子開
示システムの構築には明確に反対を表
明している（４頁記事を参照）。

新型コロナ対応で16兆円を投入
　新型コロナ対応としては、病床確保
などを目的とした緊急包括支援交付金
などにより、これまでで16兆円程度の
国費を投入したことを示した。そのう
ち、医療機関や医療従事者への支援は、
ワクチン接種費用を含め、少なくとも
８兆円程度と見積もった。その結果、
例えば、国立病院機構の経常損益は全
体で600億円近い黒字となったという。
民間の医療法人については、昨年末の

厚生労働省による医療経済実態調査の
結果を示し、「コロナ関連補助金を含
めれば、堅調であった」とした。
　なお、医療経済実態調査では、医療
法人の2019年度と2020年度を比較した
損益差額は、コロナ関連補助金を除く
とプラス0.1％、含めるとプラス2.3％
となっている。
　このような結果を踏まえ、財務省は、
医療機関の財政支援にあたっては、「目
的ごとに効果的な政策手法を考えるべ
きである」と指摘。減収への対応では、

「感染拡大前など一定の合理的な時点
と同水準の診療報酬を支払う手法」が
簡便かつ効果的と主張した。
　さらに、医療機関の経営実態を「見
える化」するため、「社会福祉法人の
WAM NET」を参考として、「社会福
祉法に準じた必要な法制上の措置を講
じた上で、医療法人の事業報告書等を
アップロードで届出・公表し、一覧性
のある全国ベースの電子開示システム
を早急に整えるべきである」とした。
　また、昨年夏の第５波において、即
応病床と申告し、病床確保料を受け取
りながらも新型コロナ患者の受入れを
伴わなかった病床があったことを踏ま
え、「要請先の病床が精神疾患・人工

透析・小児など特定の新型コロナ患者
に特化した病床であったため受入れが
できなかったケースなど、病床の機能
と患者像に乖離があるやむを得ない
ケースも存在する」ことを含め、「運用
実態の確認結果が公表されるべきであ
る」とした。

地域医療構想の推進求める
　医療提供体制については、地域医療
構想の推進が十分に行われなかったこ
とが、「新型コロナへの対応の足枷に
なったことは否定できない」との考え
を示した。地域医療構想の目的は、人
口当たりで諸外国と比べて多い日本の
病院数・病床数が、医療資源の散在を
もたらし、「低密度医療」を招いている
ことから、その弊害を是正することで
あると説明している。医療費と病床数
との相関が高いことも指摘した。
　地域医療構想を推進するにあたって
は、「競争よりも協調」という観点を重
視し、具体的には、グループによる一
体的運営で、ヒト・モノ・カネ・情報
を有効に活用できるとして、「地域医
療連携推進法人制度の活用が望ましく、
その普及を徹底すべき」と主張した。
　外来医療については、かかりつけ医

機能の要件を法制度上明確化した上で、
その機能を備えた医療機関をかかりつ
け医として認定する制度導入を求めた。

大臣合意の診療報酬改定への反映
　2022年度診療報酬改定については、
昨年12月22日の改定率決定の際の大臣
合意で、医療提供体制改革に資する個
別の改定項目の見直しの方向性が盛り
込まれ、改定内容に一定程度反映され
たことが報告された。
　具体的には、「看護配置７対１の入
院基本料を含む入院医療の評価の適正
化」の反映では、「重症度、医療・看護
必要度」の厳格化をあげ、「重症者に限
らず使用されている心電図モニターの
項目を削除した」ことを示した。
　「外来の機能分化につながるよう、
かかりつけ医機能に係る措置の実態に
即した適切な見直し」の反映では、「か
かりつけ医機能に係る加算において、
算定要件とする他の診療報酬点数の届
出について、算定実績がない場合の評
価の厳格化」をあげた。
　また、2022年度改定で導入されたリ
フィル処方箋の活用に、積極的に取り
組む保険者を各種インセンティブ措置
により評価することを提案した。

医療法人の事業報告書等の電子開示システムの構築求める
財務省・財政制度等審議会 地域医療構想の推進では地域医療連携推進法人制度の活用を強調

　2020年度から始まった病院機能評価
受審支援モデル病院事業は見切り発進
ながら少しづつ成果をあげていると自
負している。支援により当該病院が見
事認定されたことも成果の一つである
が、100床前後の病院が自院の機能に
ついて全く無関心なわけではなく、む
しろいろいろな形で悩まれている姿を
拝見することになり、この支援事業は
決して無駄ではなくしっかり支援しな
ければならないと感じている。
　日本医療機能評価機構（以下機構）
の審査を一度でも受けた病院にとって
は病院機能を考えるためのプロセス、

ツールは受審するだけで提供され、自
院の機能がどの程度なのかを実感でき
る。しかし、未受審の病院にとって機
能評価は遥か遠い世界のように思えて
いるのではないか。つまり実際に受審
準備に取り掛からない限り機能評価が
どんなものかを永遠に知ることができ
ないと思われる。それこそ機構が最も
危惧しているところではないか。
　大病院は否応なしに機能評価を受け
る環境を周りから求められ、仕方なく
始めてもいろいろな戦術で受審に漕ぎ
つけることができる。しかし中小病院
は業務が支障なく動き、ある程度経営

が安定していれば機能評価を知らなく
ても医療機関としての責任を果たすこ
とができる。実はこの違いが大病院、
中小病院との質の面での大きな違いと
なっているのではないか。大病院であ
ろうが中小病院であろうが医療の質に
違いがあってはならないはずである。
しかしマンパワーや資金面では明らか
に違いがあるため受審に至るか、至ら
ないかには大きな違いが出てくる。機
構は病院を機能種別に落とし込み、評
価の要素に沿って準備すればある程度
のレベルで評価される病院となるよう
導いてくれる。この事実をいかに中小

病院に知って頂くかが課題であり、そ
のきっかけとしてこのモデル事業があ
ると思っている。
　2021年度は新型コロナウィルス感染
症の影響で思うような活動ができな
かった。しかし今年も諦めずに公募し
たところ意欲ある病院に出会えた。札
幌優翔館病院は受審動機として「よく
働き遊べる職場づくりのため業務の標
準化と平準化、客観的視点による自己
評価と改善が必要」を掲げている。是
非ともその意欲に応えられるよう努め
たいと思っている。
　医療の質向上は言葉で言うほどたや
すくなく、日々の向上心の積み重ねが
あって初めて目的に近づけると思う。
機能評価受審がその一助となることは
疑う余地のないことである。

2022年度病院機能評価受審支援事業①
病院機能評価支援モデル病院事業について

病院機能評価委員会　副委員長　土屋繁之

　当院は、北海道の札幌市にある病院
です。「札幌市」といっても皆さんが想
像するようなテレビ塔が高くそびえ立
つ街中ではなく、北端に位置する茨戸
という地域にあります。
　茨戸は発寒川、創成川、伏籠川が茨
戸川へと流れ込む合流地点にあり、平
地に畑などがある土地です。開拓地時
代は、石狩川にはいくつもの川が流れ
込み河口には沼が点在し、その中に茨
戸があったそうです。茨戸は石狩と水
陸交通の中継地点となり、漁村であり、
農村であり宿場町のような趣もある活
気にあふれていた地域だったようです。
昭和６年には石狩川の一部の湾曲部分
が切り離され茨戸川となり、宿場町と
しての役割を終え農村となりました。
　一転し、昭和31年から茨戸では畑地
で油田開発が行われ、最盛期には北海
道内産油量の91％を占める油田となっ
たそうです。しかし、徐々に産油量が
減少し、昭和46年に原油の生産を中止
し油田を閉じ、その後は畑地に戻り牧

歌的な風景の茨戸になりました。
　現在の当院の周りには、広大な平地
に畑と民家、そして特別養護老人ホー
ム、老健、グループホーム、軽費老人
ホーム、有料老人ホーム、サービス付
き高齢者向け住宅など多岐に渡る介護
施設が存在しています。また、地域住
民の方たちがだんだんと高齢化してき
ており、当院では高齢者に特化した急
性期〜慢性期〜在宅、そしてお看取り
まで切れ目のない医療サービスを提供
し、自然豊かな茨戸において高齢者医
療の理想郷たることを目指しておりま
す。
　2021（令和３）年６月１日に当院院
長を拝命し、この10カ月、病院機能の
転換を行ってまいりました。従前から
提供しておりました高齢者医療の慢性
期と在宅に加え、急性期の高齢患者を
受入れ治療をし、リハビリを行って在
宅へ帰ってもらうという一連の医療を
提供すべく急性期患者の受入れに力を
注ぎました。その結果として、2020年

度平均新入院人数17人／月が2022年3
月単月で71人、2020年度全身麻酔の手
術件数0件が2021年度40件、2020年度
救急車受入件数6件が2021年度116件と
一定程度の数字的な成果を出せました。
　次に行うべき目標として、①患者様
満足度の向上、②職員満足度の向上の
２つを考えました。患者様満足度につ
いては、今よりも良いケア、今よりも
質の高い医療を提供し満足度を向上し
たいと考えております。もう１つの目
標である職員満足度については、業務
の改善を行い「よく働きよく遊べる職
場」を作り、同時に業績を上げていく
ということです。その２つの目標達成
をするためには、業務の標準化と平準
化、客観的視点による自己評価と改善
が必要であると考えました。その手段
を具体的に落とし込んだものが病院機
能評価受審であると捉え、受審するこ
とを決定いたしました。
　しかしながら、病院機能評価受審を
ゼロから経験したことがある者が院内

にはおらず、最初の一歩をどのように
進めればいいのかという不安と戸惑い
が院内の雰囲気としてありました。そ
んな時、たまたま全日本病院協会の「病
院機能評価受審支援相談事業　認定率
向上キャンペーン」のお知らせを拝見
し、経験豊富なアドバイザーがサポー
トしてくださる事業だと知り、これ
だ！と申込みをしました。申込みから
約１カ月後、落選したのだろうと諦め
かけていたとき、選定の連絡をいただ
きました。この選定のお知らせは、真っ
暗な道を前に最初の一歩を踏み出せな
いでいる私たちに、遠くから一筋の光
が差し込み、最初の一歩を示してくれ
たかのように感じました。選定いただ
いたことを本当に感謝しております。
　これから、札幌優翔館病院は職員一
同、一意奮闘し病院機能評価の認定を
勝ち取りにいきたいと思います。当院
の奮闘ぶりを定期的に本紙へ投稿する
機会を頂戴しております。恐らく、一
歩進んで二歩または三歩下がる・・・
のような歩みになるかと思いますが、
当院の病院機能評価認定までの道のり
をご笑覧いただき、受審病院が増える
ような取り組みに繋がれば幸甚です。

病院機能評価受審に向けて
医療法人社団翔嶺館　札幌優翔館病院 院長　北川真吾
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　日本病院団体協議会は４月22日、代
表者会議を開いた。今年度最初の会合
で、10月から実施予定の診療報酬によ
る看護の処遇改善や、医師の働き方改
革をめぐる問題、2022年度診療報酬改
定の疑義解釈などに関して、意見を交
換した。
　議長の小山信彌・日本私立医科大学
協会参与からは会見で、以下のような
報告があった。また、副議長には、山
本修一・地域医療機能推進機構理事長
が就任している。
　看護の処遇改善を診療報酬改定によ
り10月から実施するための制度設計を
目指し、厚生労働省の中医協総会や入
院・外来医療等の調査・評価分科会が
議論を開始している。しかし、制度設
計の難しさがあり、医療機関が想定通
りの収入を得ることができないことや、
医療従事者間に処遇改善における不公

平が生じることに懸念が相次いだ。
　現在、実施されている看護職員等処
遇改善事業補助金においては、対象と
なる医療機関が特定されている。賃金
改善の対象となる職種については、看
護職員だけでなく、医療機関の判断で、
他の医療従事者の賃金改善に充てるこ
とも可能だが、それにより、医療機関
に支給される補助金が変わることはな
い。対象医療機関が救急医療を担う急
性期病院に限られるため、賃金改善を
受けられる看護職員とそうでない看護
職員が出てくる。
　10月以降の診療報酬改定の対応でも、
これらの仕組みを踏襲する見込み。こ
のため、様々な不公平が生じることへ
の懸念が相次いだ。介護報酬による介
護職員への処遇改善で生じている問題
を改めて整理すべきとの意見も出たと
いう。

　さらに、診療報酬で制度設計する場
合には、看護職員数に応じた想定額と
実際の診療報酬収入が、患者数の変動
により一致しないため、控除対象外消
費税対応のように過不足が生じること
の問題を指摘する意見が出た。
　控除対象外消費税では、医療機関の
類型ごとに、想定通りの補てんが行わ
れているかを検証した結果、補てん不
足になっていたことがあった。どんな
に精緻に制度設計を行ったとしても、
個別の医療機関での過不足は必ず生じ
るため、そのことを前提に、制度設計
を行うべきとの意見が出た。

宿日直許可基準の相談窓口を活用
　医師の働き方改革については、宿日
直許可基準の統一化や緩和を求めるた
め、各病院団体が、与党の会合に出席
し国会議員への説明などを行っている

ことが報告された。日本医師会・四病
院団体協議会などの医師の働き方改革
に関する要望書を踏まえ、厚労省に宿
日直許可基準の相談窓口がホームペー
ジに設置されたことから、各病院に活
用が促された。あわせて、医師の偏在
対策を推進することが、医師の働き方
改革を実施することの前提になるとの
意見も強調された。

2022年度改定の疑義解釈
　2022年度改定の疑義解釈については、
従来の感染防止対策加算が、新型コロ
ナの経験を踏まえ、感染対策向上加算
に改組されたことに関して、「加算１」
の対象が、現時点では、新型コロナ対
応の「重点医療機関」とされた。この
ため、従来の「１」を算定していた病
院が、「重点医療機関」でなければ、新
たな「１」を算定できなくなる問題が
生じる。そのような医療機関が、少な
からずあることが指摘された。

看護の処遇改善の診療報酬での制度設計に懸念相次ぐ
過不足が必ず生じることを前提とすべき

　四病院団体協議会は４月27日、総合
部会を開催した。医療法人の事業報告
書などを閲覧できるデータベース構築
を想定した厚生労働省の議論の進め方
に強い懸念が示された。また、地理的
に遠い地域に居住する患者へのオンラ
イン診療は望ましくないとの考えで一
致した。
　医療法人の事業報告書等については、
電子化したデータを都道府県のホーム
ページで閲覧できるようにするととも
に、国がデータベース化して全国的な
電子開示システムを構築することを政
府は検討している。しかし、昨年11月
２日の社会保障審議会・医療部会でも、
病院団体の委員は、都道府県のホーム
ページでの閲覧の方法では、謙抑的な
開示の方法を求めるとともに、電子開
示システムの構築については反対を表
明している。
　一方、財務省は、財政制度等審議会
などで、電子開示システムの構築の必
要性を主張し、政府の決定事項とした
い考えを示している（３頁記事を参照）。
　厚労省は、医療法人の事業報告書等

に係るデータベース構築のための調査
研究事業企画検討委員会で、民間シン
クタンクにアンケート調査を依頼。病
院側の考え方の把握に役立てようとし
ている。ところが、四病協の出席者が、
そのアンケート調査の結果に違和感を
表明。偏ったアンケート調査になって
いることを示すために、会員に対する
緊急調査を実施し、今回結果が示され
た。
　それによると、四病協調査では、都
道府県のホームページでの事業報告書
等の閲覧で「リスクの有無」が「ある」
と回答した割合は73％、全国的な電子
開示システムの構築への「反対」は
80％であった。民間シンクタンクの調
査では、この割合がずっと低く、調査
結果は大きく異なるものであった。
　調査の回答数は、四病協調査が会員
病院を対象とし、729病院であるのに
対し、民間シンクタンクの調査では、
その半分程度となっている。
　会見で、日本精神科病院協会の山崎
學会長は、このような状況で今後の議
論が進むことに、強い懸念を示し、「抗

議の仕方を考えなければいけない」と
述べた。
　遠隔医療については、2022年度診療
報酬改定で初診からのオンライン診療
の要件が設定され、従来のオンライン
診療料等の要件から大幅な緩和が行わ
れたことに懸念が示された。

　例えば、オンライン診療を実施する
医療機関が患者の容態の急変時に対面
診療が困難な場合には、連携医療機関
が対応することになっている。遠隔か
らオンライン診療を実施する医療機関
が患者の医学管理を十分に行わず、患
者が居住する地域の医療機関に委ねる
ことは望ましくないとの考えが示され
た。また、自由診療によるオンライン
診療の診療前相談で、自院への誘導が
行われることへの懸念も示された。

厚労省の議論の進め方に強い懸念示す
医療法人の事業報告書の閲覧等に関し四病協で調査

日病協・代表者会議

■ 現在募集中の研修会（詳細な案内は全日病ホームページをご参照ください）
研修会名（定員） 期日【会場】 参加費 会員（会員以外）（税込） 備考

2022年度医療安全管理体制相互評
価者養成講習会【運用編】（WEB開
催）� （100名）

2022年６月25日（土）
2022年６月26日（日） 27,500円（33,000円）

2018年診療報酬改定で新設された医療安全対策地域連携加算
に適切に対応するための講習会。現時点で研修会の受講は施
設基準の要件ではないが、それを先取りするものとして、制
度の理解とともに実践を目的とする。

2022年度個人情報管理・担当責任
者養成研修会ベーシックコース（東
京会場）　〜医療・介護関係事業者
における改正個人情報保護法に対応
するために〜� （48名）

2022年７月14日（木） 13,200円（17,600円）

医療機関内に個人情報保護に関する知識を持ち、職員等を指
導できる人材の育成を目的に開催する。参加者には「受講認定
証」を発行する。座学だけでなく、全日病の個人情報相談窓口
に問い合わせが実際にあった事例を用いたグループワークを
経験することで、より実践的な知識を身に付けることのでき
る研修となっている。

2022年度医療事故調査制度事例検
討研修会（WEB開催）
� （60名）

2022年８月６日（土） 13,200円（16,500円）

医療事故調査制度について、「医療事故調査制度に係る指針」を
教材に、各病院が院内事故調査を円滑に実施するための考え
方と方法を演習で習得することを目的に、研修会を開催する。
事故発生時に本制度の対象事例か否かの判断に迷った事例を
中心に、事例を選択した。グループワークが中心になるので、
１病院から複数名の参加が望ましいが、個人の参加も可能。

2022年度医師事務作業補助者研修
（ｅラーニング研修）

2022年６月１日（水）〜
2023年６月１日（木）まで
配信

１アカウントあたり
27,500円

（アカウントの有効期限は
通知書発行から60日）

2021年度よりｅラーニング形式で実施している「医師事務作
業補助者研修」の講義内容に、診療報酬改定や法改正等を踏ま
えた見直しを行った。受講修了後に、所定のレポート等を提
出した方には、「受講修了証」を授与する。当研修は、診療報酬
の「医師事務作業補助体制加算」を算定するための研修要件を
満たしており、「受講修了証」は研修証明となる。

一冊の本　book review

2020年代初頭の医療・社会保障
－コロナ禍・全世代型社会保障・高額新薬－
著者●二木立
発行●勁草書房
定価●2,750円（税込）

　日本福祉大学名誉教授の二木立先生の最新作。コ
ロナ後の医療提供体制の見通しや安倍内閣・菅内閣
における医療・社会保障政策の総括と岸田内閣下での動向な
ど、様々なテーマが多面的な視点から分析され、評価されている。医療と
政治の現状を知り今後の病院経営を遠望するためにも、第８次医療計画に盛り込
まれた新興感染症対策を地域医療構想調整会議等で議論する前に背景や論点など
を理解し確認しておくためにも、必ず読んでおきたい一冊。� （安藤高夫）

四病協・総合部会
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